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平成 ２３ 年第３回まんのう町議会臨時会会議録（第１号） 

平成２３年７月１３日    開 議  午前９時３０分

日程第１

大岡議長

栗田町長

大岡議長

青野議会

事務局長

大岡議長

大西委員長

おはようございます。

ただ今の出席議員は１６名であります。

定足数に達しておりますので、これより平成２３年第３回まんのう町議会臨時会を開会いたします。

 招集者であります、町長のご挨拶をお願いいたします。

町長 栗田隆義君。

 みなさん、おはようございます。

本日は、平成２３年第３回まんのう町臨時会、開催をいたしましたところ、大変お忙しい中、ご参集をいただきましてありがと

うございます。香川県の方も、もう梅雨が明け、夏本番になってまいりました。今から、暑さが厳しくなると思います。どうか体

の方、ご自愛くださいますようお願いいたします。

本日、上程させていただいておる議案は、２件でございます。よろしくご審議の上、ご議決賜りますようお願いを申しあげまし

て、開会のご挨拶とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。

 日程にはいるに先立ちまして、議会報告をいたします。

事務局長 青野進君。

 それでは、ご報告申しあげます。

 初めに、町長から、地方自治法第１７９条第１項の規定に基づく専決処分議案１件を受理いたしました。

次に、満濃中学校改築調査特別委員長から、会議規則第７７条の規定に基づく、付託審査結果報告書を受理いたしました。

次に、まんのう町会議規則第７６条第２項の規定に基づく、少数意見報告書１件を受理いたしました。

以上で、報告を終わります。

議会報告を終わります。

日程第１ 本日の議事日程等について、議会運営委員会の報告を願います。

議会運営委員長 大西豊君。

議会運営委員会のご報告を申しあげます。
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日程第２

日程第３

大西豊議会

運営委員長

大岡議長

７月１３日、午前９時より、第１委員会室におきまして、町長、副町長、総務課長、議長、同席のもとに、議会運営委員会の委

員６名が出席いたしまして、慎重に審議をしました。その結果をご報告いたします。

それでは、お手元に配布されております議事日程第１号について、ご説明申しあげます。

日程第１ 議会運営委員会報告                        議会運営委員長

日程第２ 会議録署名議員の指名

日程第３ 会期の決定                            本日、１日間といたします

日程第４ 付託案件の委員長報告                       満濃中学校改築調査特別委員長

日程第５ 議案第 １号 専決処分の承認について

(まんのう町税条例の一部改正について）       即決でお願いします
日程第６ 議案第１１号 まんのう町立満濃中学校改築・町立図書館等複合施設整備事業に関する基本協定書の締結について

(平成２３年６月議会提出）           
以上の日程で、意見の一致を見、午前９時１２分、委員会を閉会いたしました。

以上で、議会運営委員会の報告を終わります。

これをもって、議会運営委員会の委員長報告を終わります。

ただ今の委員長の報告に対する質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

 質疑なしと認めます。

 これをもって質疑を終了いたします。

日程第２ 会議録署名議員の指名を行います。

 会議録署名議員は、会議規則第１１９条の規定により、議長において、６番 関洋三君、７番 白川年男君を指名いたします。

 日程第３ 会期の決定の件を議題といたします。

 お諮りいたします。

 本臨時会の会期は、本日１日間といたしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）
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日程第４

大岡議長

本屋敷満濃

中学校改築

調査委員長

 異議なしと認めます。

 よって会期は１日間と決定いたしました。

日程第４ 付託案件の委員長報告の件を議題といたします。

満濃中学校改築調査特別委員会の付託案件について、委員長の報告を求めます。

 満濃中学校改築調査特別委員長 本屋敷崇君。

 それでは、満濃中学校改築調査特別委員会の委員長報告を行います。

去る６月３０日、１３時３０分より、第１委員会室にて、出席委員全員、議長同席のもと、ＰＦＩの専門家をお迎えして、議員

の勉強会を行いました。ＰＦＩ事業における議会の関わり方として、注意する点などを教えていただき、議会として充分に議論す

る必要性を再確認しました。

 また、７月４日には、委員全員、町長、教育長、総務課長、学校教育課長、満濃中学校改築対策室、議長、同席のもと、３０日

の勉強会を受けて、執行部に質問をしました。５段階評価の問題点等を認識していたのか、選定結果の詳細項目において、選定結

果の理由はあるのか等の質問がありました。執行部の答弁としては、５段階評価の採用はコンサルタントの提言を受けたもので、

執行部としては精査していない、選定結果の詳細項目はないとの答弁がありました。

 ５日には、午前９時３０分より委員全員にて、今回の基本協定書の相手方である大成グループの提案書の精査を行いました。結

果、大成グループへの質問書を作り、返答を書面、もしくは直接いただくことになりました。

６日の午前９時３０分より、各応募グループからいただいた議会からの質問の答弁書を受けての精査を行いました。地域経済の

配慮、自治体財政の配慮、耐震性能、地元への対応など、議会側から各応募グループに質問していたことを精査しました。ＰＦＩ

の提案書においては、地域経済の配慮では関心表明を付けて金額を明記しているグループを評価すべき。自治体財政への配慮は、

提案金額全体ではなく、補助金等も勘案し、実質的に町が払うべき金額を考慮すべき。耐震性能では、耐震のⅡ類で提案してきて

いるグループと制振で提案してきているグループがあることを考えるべき。地元への対応としては、プールの場所や周辺住宅に配

慮しているかを考慮して考える必要があると話し合いました。

８日には、９時３０分より、副町長、教育長、総務課長、満濃中学校改築対策室、議長及び大成グループ同席のもと、５日に作

成した質問書をもとに、大成グループへのヒアリングを行いました。質問事項としては、ＢＴＯ方式をとった理由、プールの配置、

駐車場・駐輪場の配置、スクールプロムナードの配置、地域経済の配慮、ＳＰＣの考え方、校舎の面積が小さい理由、設計変更に

係る経費、かりんホールの活用等です。
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本屋敷満濃

中学校改築

調査委員長

大岡議長

 大成グループの返答としては、ＢＴＯ、プールの配置、駐車場、駐輪場、教室の配置等は、町側と協議して変更は可能であり、

プールを屋上に配置するなどの大きな設計変更以外は、現在の提案金額内で応じる考えであるというような答弁がありました。し

かしながら、地域経済の配慮においては、今後、町内業者と金額面等の折り合いを見ながら進めていくつもりなので、概算金額の

提示はできないと言う返答でした。

また、午後からは設計士の先生をお招きして、各グループの設計図書の協議を行いました。先生から、各グループの設計におけ

る視点をいくつか指摘いただき、委員内の参考とすることにいたしました。

そして、１１日の午前９時３０分より、町長、副町長、教育長、総務課長、教育課長、満濃中学校改築対策室、議長同席のもと、

委員会を行いました。まず最初に、委員会で協議してきた内容を含め、執行部へ質疑を行いました。

委員からは、優先交渉権者を選んだ結果の理由の説明をしてほしいとの質疑があり、執行部からは、選定委員会として発表して

いる今以上の資料はないとの答弁がありました。それを受けて、委員より、そんな裏付けの無い資料をもとに、議会に議決を求め

ることは手続き上問題があるのではないかと質問した結果、町長より、不備があったのかもしれないという答弁がありました。本

来、委員会内でも１１日には、付託案件の賛否を決めるという方向性で話をしていましたが、委員長としては、町長の発言や執行

部から出されている資料を考えても、これだけ大きな規模の事業の結果を決めるには、時期尚早であると判断し、委員にもう少し、

継続して審議を行うべきではないかと提言しました。というのも、今のままで議決を行えば、他の議員、また、町民に採決した結

果を報告しても、何を判断材料として議決しているのかの説明ができない。町、執行部から充分な説明のないまま、議決すること

は議会の責任の放棄に繋がります。

しかしながら、谷森議員、白川正樹議員、合田議員より、本日をもって議決するべきとの意見があり、多数決によって議決する

運びになりました。結果、賛成が谷森議員、白川正樹議員、合田議員、反対が藤田議員の賛成多数で可決することになりました。

賛成理由としては、今回のＰＦＩ事業の選定が多岐及び専門的であり、議員としてはそこまでの能力はないので選定委員会が出し

た結果を信じるしかない。また、町長が責任を持って事業を行うと言っているのを信用するという意見がありました。反対意見と

しては、現在の状況では、選定結果を裏付ける資料等も出ていないことから、判断材料に乏しく、現時点においては否決しかない

と言う意見がありました。

なお、私は委員長として、この結果を住民に対して報告はできませんので、本日をもって委員長の職を辞させていただきます。

以上です。

これをもって、満濃中学校改築調査特別委員会の付託案件に関する委員長報告を終わります。
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日程第５

大岡議長

藤田議員

大岡議長

藤田議員

大岡議長

ただ今の委員長報告に対する質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

 質疑なしと認めます。

 これをもって質疑を終了いたします。

 ただ今の満濃中学校改築調査特別委員会における少数意見の報告を求めます。

 まんのう町議会議員 藤田昌大君。

 今の委員長報告の少数意見でありますけれども、今、委員長が報告いたしましたようにですね、この議案１１号については、

 （ちょっと、大きな声で言うてくれんか。耳が遠いんじゃ。）

 はい。

 傍聴人は静かにしてください。

議案第１１号については、満濃中学校改築・町立図書館等複合施設整備事業に関する基本協定書の締結について、本屋敷議員の

賛成により、少数意見の留保することを付け加えまして、即ち、町にとって重要な案件であります。

そしてまた、十分な審議をする必要があると感じます。当初計画の金額的な変更もあり得るし、相対的な詳細説明がないので、

現時点での採決については責任が持てない。特に地域経済についても、できる限り詳細に配慮すべき報告ではないかと思います。

したがって、委員会における反対の意見といたしました。以上であります。

これをもって、満濃中学校改築調査特別委員会における少数意見の報告を終わります。

ただ今の報告に対する質疑に入ります。

質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

 質疑なしと認めます。

 これをもって質疑を終了いたします。

日程第５ 議案第１号 専決処分の承認について、まんのう町税条例の一部改正についての件を議題といたします。

 提出者から提案理由の説明を求めます。

 町長 栗田隆義君。
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栗田町長

大岡議長

本屋敷議員

大岡議長

三好税務

課長

大岡議長

 ただ今上程されました、議案第１号の専決処分、まんのう町税条例の一部を改正する条例についての承認につきまして、提案理

由の説明を申しあげます。

 これにつきましては、本年６月２２日の参議院本会議で可決・成立いたしました地方税法の一部改正に伴い、まんのう町税条例

の一部を改正するものでございます。公布日が６月３０日となるため、地方自治法第１７９条第１項の規定により、専決処分を行

いましたので、同条第３項の規定により、承認を求めるものでございます。

内容につきましては、町税条例第６１条第９項及び第１０項に記載されております、地方税法第３４９条の３の第１１項が第１

２項となる、項ずれによる改正のみであり、内容等についての変更が生じたものではございません。

ご承認のほど、よろしくお願い申しあげます。

 これをもって、提案理由及びその内容の説明を終わります。

 これより質疑に入ります。

 質疑はありませんか。

 ５番 本屋敷崇君。

 詳細説明、お願いします。

 税務課長 三好定君。

 本屋敷議員の質問にお答えいたします。

 先ほど町長が説明した中の、地方税法第３４９条の３と言いますのが、市町村長が価格等を決定したもののうちの、課税標準の

特例ということで、その第１項から第３４項までありますうちの、第１１項が町税条例の中に記載されております。その１１項と

申しますのが、文化財保護法に関する固定の課税標準の特例ということでございます。第７項が新たに入ったということによりま

して、この１１項が文化財保護法に関する特例の課税標準の項ずれということで、結果的に１２項となったというのが、内容でご

ざいます。以上でございます。

 他に質疑はございませんか。

（「なし」の声あり）

 これをもって質疑を終了いたします。

 お諮りいたします。

ただ今議題となっております議案第１号は、会議規則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思います。
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日程第６

大岡議長

本屋敷議員

これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

 異議なしと認めます。

 よって、議案第１号は委員会の付託を省略することに決定いたしました。

 これより、討論に入ります。

討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

 討論なしと認めます。

 これをもって討論を終了いたします。

これより、議案第１号 専決処分の承認について、まんのう町税条例の一部改正についての件を採決いたします。

本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

 異議なしと認めます。

よって、本案は原案のとおり承認されました。

日程第６ 議案第１１号 まんのう町立満濃中学校改築・町立図書館等複合施設整備事業に関する基本協定書の締結について、

平成２３年６月議会提出を議題といたします。

本案に対する委員長の報告は、可決であります。

これより討論にはいります。

討論はありませんか。

５番 本屋敷崇君。

それでは、反対討論を行います。

なぜ、賛成ができるのか。できるはずがないのは、子どもに説明しても分かるはずです。選定した結果の理由が示されていない。

それは、例えるならば、自動車教習所の卒業試験で失敗をした箇所を教えてくれていないのに、失格とされるようなものです。そ

んな状態で、この議案を提出してきた執行部、さらには、議案に賛成しようとしている議員は、理由を求める住民に、さらには巨

額の予算を組んで、取り組んでいただいた参加グループに、どのように説明をする気なのでしょうか。これだけの巨額、さらには、
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本屋敷議員

大岡議長

白川正樹

議員

大岡議長

多年度にわたる事業を選定の理由は分からないが、有識者であるだけで結果を了承する、また、町長が頑張りますと言うのを信用

する、２５年の３月末の完成を目指すばかりに、内容の審議を充分に行わないなどと言うのは、議会の必要性を自ら否定すること

ではないでしょうか。

さらに言うならば、議会独自で、各グループにプレゼンテーションをしていただき、提案書の審査も行ってまいりました。それ

を見る限り、もし、執行部がＰＦＩ事業を本当に理解するならば、事業コンセプトで勝る次点交渉権者と金額を削減していくこと

によりさらに得点が上がる、そういったＰＦＩ事業の方式を考えれば、交渉相手はもう少し考慮すべきだったのではないでしょう

か。

また、応募グループの中には、建設段階、維持機関、おいて、地元経済に総額として、約２８億円の金額を提示しているグルー

プもあります。それにも関わらず、概算金額も提示できないグループを選ぶと言うことは、町の経済効果を一切考えていないと言

わざるを得ません。

今のままで行くならば、ＰＦＩを理解しない執行部及び議会が、ＰＦＩ事業に手を出した結果の失敗事例として、全国に汚名を

残しかねません。議会の本旨は、執行部の提案が、本当に町民のためになるかを審査するものであり、この事業の原資が町民の血

税であることを考えれば、町長自ら不備があったと認める議案を白紙委任などと言う議会を否定する暴挙を行うことなどできない

のは必然であります。

よってこの議案については、採決に値しない事件であるとして、否決すべきと考えます。以上です。

次に、本案に対する賛成討論の発言を許可いたします。

４番 白川正樹君。

それでは、賛成討論いたします。

委員会での設計の先生は、２番目のグループの方が設計に関しては総合的に判断すれば良いと言っています。選定委員の採点も

設計・建設に関する事項は、２番目のグループの方が良い点数になっています。提案価格を無視すれば、同じ考えであると思われ

ます。よって、私はこの選定委員会の判断を可とします。

そして、提案価格その他の配点で、大成グループの方が安くなっています。町民のため、安い方と８億円も差のある高い方、ど

ちらを選んだかと聞かれたら、私は胸を張って価格の安い方を選びましたと言います。２５年３月に間に合わすためにも、大成を

支持します。委員会での結果も可となっています。終わります。

１４番 髙木堅君。
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髙木議員

大岡議長

谷森副議長

反対の立場で討論いたします。

先ほど来、特別委員長の本屋敷委員長の方から、詳細にわたって説明等がありました。私も時折、特別委員会等を傍聴さしてい

ただき、また、先日は全員協議会での質問もさしていただいたわけです。その中で、大変、全く、理解できないような、今現在の

心境でございます。と言いますのも、このような心境の中では、賛成できないという、今、賛成の、これから、観点に立っての、

色々な何項目かに分けて説明いたします。

まず、審査委員９名中うち２名、町長、教育委員長、町内の。外部審査７名、誰の、どこの顔やらなんやら分からん、その７名

の先生、また、町長、教育委員長、そのコメント等が、各企業にとってどういったところがどうやと。その回答を全員協議会でも

聞いたら、それは出てないと。聞いてないと。結果がこうやと。ほんとにですね、幼稚園の生徒でも分かりますよ、これ。２＋２

が４、この４の答えだけを提示してきとんですね、執行部。そなな馬鹿げたことを、これ町民、愚弄しておりますよ、はっきり言

うて。やはり、２＋２で４になったと、その説明っていうのが、やっぱり充分せられてない。また、この特別委員会、大変熱心に

審議していただいたこと、これに対しては敬意を表したいと思います。

なお、町内の、常に、町長また執行部が言っております、町内の商工業のやっぱり発展、またそれに寄与せないかんと。町内の

景気紆余をはからないかんと言うのと、真反対のこのような、全然町内の企業、何ぼつこてやるというような提示もできてないよ

うな企業を選定して、こと細かく積算して、それだけの金額を提示している企業を反故にすると。なぜそういった面を、充分、分

からんかなと思うん。これが、町民２万人を、やはり預かっていく、舵取りの首長かと思ったら、この件に関しましては、ほんと

に、私自身、町民の一人、また議会議員として恥ずかしく思っております。

これからは、今後、町民の方々が、また、色んな立場で、色んな会合で、この話は話題になろうかと思いますが、声を大にして、

大変この問題に関しては、この件の議案につきましては、反対の意見を述べておきます。以上。

次に、賛成討論の発言を許可いたします。

１５番 谷森哲雄君。

選定委員会での提案審査から、審査の講評を基礎的な判断といたしまして、それを私は判断資料といたしました。しかしながら、

私達は、私達でなくして、私は専門的な知識に乏しく、やはり、分析あるいは一面的な判断でしか、なかなか全体を把握できない

と。そういう中で、委員会といたしましては、外部の専門家のアドバイスを受けました。そして、また色々その、それぞれの、外

部からの色んな意見もあったわけでありますが、そういう中で、いわゆる本体業務の評価結果とか、この評価にいたしましてもＡ

からＨまでありました。それで、その基本的な、例えば、提案額を全体計画に関する事項、そしてまた、事業の安全性に関する事
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谷森副議長

大岡議長

藤田議員

項、あるいは、設計建設に関する事項、そしてまた、維持管理に関する事項、その他、情報関連とか、色んな項目がありまして、

その中でまた、配点が細分化されとる。そういう中で、９人の選定委員さんがそれぞれ各自の判断に基づいて、選定したわけであ

ります。そして、それを総括的に判定した結果が、いわゆる大成グループと、大成建設とそういうふうに、結果としてそうなった

わけでありますが、色々その、聞きますと一部は不詳言うんですか、私でも分からない点もありますが、やはり、専門的な判断と

いうのは非常に難しいわけであります。そういう中で、私は取捨選択し、そしてまた、独自の判断もしながら、選定委員会の判定

を良とするものです。と言うことで、賛成意見といたします。

１０番 藤田昌大君。

反対の立場で討論さしていただきます。

先ほどの委員長報告の中でですね、少数意見の留保ということで申しあげましたけれども、１つは、この採決に至る経緯であり

まして、私、特別委員の委員として参加してまいりまして、色々、町長、議長にですね、こういう対応をしてほしいということを

申しあげたつもりです。ですから、この採決に至る経緯についてですね、やはり、事前にですね、それぞれの提案書について、説

明してほしいと、そういったこと言いましたけれども、なかなか答弁、答えが返って来てなくて、挙句の果てに１ヶ月後にですね、

プレゼンテーション初めてさしていただきました。

もちろん、執行部に対する反対する意見は、つもりはさらさらありませんでしたし、谷森委員が言うように専門的な知識は、私

達はないと。しかし、大綱的な部分ではですね、納得できる方向をなるべく自分らで作って行こうやないかということで、委員会

としてもですね、別に反対する討論はしたつもりはありません。ただ、明らかにして、プレゼンーションの中で明らかになった部

分でですね、そしてまた、業者のプレゼンに対する意見、そしてまた、部外の意見を聞きますとですね、やはりこの部分について

は、いささか疑問があるんでないかと。例えばですね、補助金や特例債、色んな予算を計上すると思うんでありますけれども、そ

れに見合う条件がちゃんとできているのか。そういった部分でですね、やはり、ひょっとやった時に、これはいかなんだんやと。

だから、こっちを適用するでは非常に困りますので、そういった部分もありますしですね、やはり業者からの質問書の中にありま

したようにＢＴＯとですね、ＢＯＴのですね、やり方に対して一切考慮されてない。

そしてまた、選考委員の中にですね、そういった地域経済の配慮について、私は特に、これは地域経済の配慮が一難重要な部分

だろうと思ってます。この事業については。２０年、２５年の提案もされてますけれども。そういった中ではですね、関心表明を

きちっととって、その中で、金額をきちっ、きちっと出してる企業もありますし、全然、今からやりますという企業についてはで

すね、全然信頼できないわけであります。そういった部分ではですね、こんだけの大きな事業でありますから、当然、地域経済の
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藤田議員

大岡議長

合田議員

大岡議長

配慮については、最大限議会としては配慮するべきでありますし、そういった部分で、また、町内のですね、色んな町民の中の意

見を聞きますと、まだまだ、一般町民も参加して、傍聴した中にですね、分からない部分が多すぎるんでないか言う声も聞きます。

そういった部分ではですね、やはり、議会として、もうちょっと慎重に対応すべきでないかと。

別に２５年４月がですね、そらタイムリミットでありますけれども、そうでなければいけないという理由はないんであります。

１年延ばしてもかまへんでないかと。そら、地震はいつ来るか分かりませんけれど、今日か、明日かも分かりませんけど、２０年

後かも分かりません。そういった意味ではですね、まだ、こんだけの大きな予算をやるには、やはり、慎重に審議してですね、町

民に責任を持てる部分、町長も若干不備があったと言いましたけれども、そら人間ですから、不備があったきに、どうやこうや、

責めるつもりはさらさらありません。

ただ、新しい議会になって、こういった議会の中でですね、やって行こうとなれば、やはり議会の意見も尊重しながらですね、

双方が８０％ぐらいの合議をもってですね、決めるべきでないかと思います。したがって、今回のですね、２３年の６月議会提案

についてはですね、部外の意見を聞きましても、そういった声も聞きますし、やはり慎重になって、町内業者を、町内のですね、

地域経済の活性化をする方向をぜひやっていただきたい。そういった立場でありますので、そういった立場で、この議案について

は、不本意ながらですね、反対の討論をせざるを得ないということになりますので、よろしくお願いします。

次に、賛成討論を許可いたします。

３番 合田正夫君。

私は賛成討論さしていただきます。

このＰＦＩ工事は、この会の議会でなしに、前の議会から町民とかみんな、２０何名の方の意見や、今度は、私は去年から入っ

てまいりまして、この特別委員会に入って１年間、私なりに勉強してきたつもりであります。そして、もう何遍ともしていて、や

っぱりこういう大きな工事になる場合は、欲得の絡む議員がおると思います。そういうことは絶対に、許すべきではないと思いま

す。

そして、私は、最初は執行部に対して反対をしてまいりましたが、何遍となく答弁をしていく中で、もう色んなことを私はして

きたつもりであります。最終的には、大成建設まで呼んで、意見は全部言って、回答もいただいております。

そして、最終の賛成に至った経緯は、私自身には責任は取れませんので、最終的には町長の責任を問うという、あれで、賛成の

もんをさしていただきました。終わります。後は、みなさんの、一人ひとりの議員の理解を求めます。

これをもって討論を終了いたします。
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大岡議長

閉  会

これより、議案第１１号 まんのう町立満濃中学校改築・町立図書館等複合施設整備事業に関する基本協定書の締結について、

平成２３年６月議会提出の件を起立により採決いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。

本案は委員長の報告のとおり、決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

起立多数であります。

よって、本案は原案のとおり可決されました。

以上をもって、本日の日程は全て終了いたしました。

会議を閉じます。

 これにて、平成２３年第３回まんのう町議会臨時会を閉会いたします。   

閉  会   午前１０時０５分
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 地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。         

平成２３年７月１３日    

            まんのう町議会議長

            まんのう町議会議員

            まんのう町議会議員
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